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ＭＯＴ光電話利用規約 

 

第１条（規約の適用） 

株式会社バルテック（以下、「当社」といいます。）

は、このＭＯＴ光電話利用規約（以下、「本規約」

といいます。）を定め、これにより当社とＭＯＴ光

電話サービス（以下、「本サービス」といいます。）

に関する契約（以下、「本サービス利用契約」とい

います。）締結している者（以下、「契約者」とい

います。）に対し、本サービスを提供します。本サ

ービスの利用については、本規約、ＭＯＴ光サー

ビス契約約款、その他の個別規定および追加規定

(以下、「個別規定等」といいます。）が適用されま

す。なお、本規約と個別規定等との間に齟齬が生

じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用さ

れるものとします。また、本サービスは、東日本

電信電話株式会社（以下、「NTT 東日本」といいま

す。）および西日本電信電話株式会社（以下、「NTT

西日本」といいます。）の電気通信回線を用いてお

ります。本規約、ＭＯＴ光サービス契約約款、そ

の他の個別規定および追加規定に規定がないもの

は、両社の約款に準じます。 

 

第２条（本規約の変更） 

1.当社は、本規約を変更する場合があります。この

場合、料金その他の提供条件は、変更後の本規

約によるものとします。 

2.本規約の変更、本サービスに関する事項その他の

本サービスに関する重要事項等の契約者に対す

る通知は、当社の判断により以下のいずれかの

方法で行うものとします。 

(1)当社ホームページ上に掲載することにより行い

ます。この場合、掲載されたときをもって、全

ての契約者に対し通知が完了したものとみなし

ます。 

(2)その他、当社が適切と判断する方法で行います。

この場合、当該通知の中で当社が指定したとき

をもって、当該通知が完了したものとみなしま

す。 

 

第３条（外国における取扱いの制限） 

本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外

国の電気通信事業者が定める契約約款等により制

限されることがあります。 

 

第４条（契約の成立） 

1.本サービス利用契約は、利用希望者が本規約に同

意したうえで当社の別途定める手続きに従い本

サービス利用契約申し込みをし、当社が当該申

込者を利用者として登録した時点をもって成立

するものとします。 

2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、

当社が別途定める日とし、当社はサービス開始

日を当社が適当と認める方法で契約者に通知す

るものとします。 

 

第５条（契約の単位） 

当社は、１回線収容部または１利用回線ごとに本

サービス利用契約を締結します。 

 

第６条（本サービスの提供区域） 

本サービスは、当社が別途定める提供区域におい

て提供します。 

 

第７条（契約申し込みの承諾） 

1.当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾す

るときは、受け付けた順序に従って審査します。

審査が通過したものは、第２条（本規約の変更）

第２項に基づき契約申込者に通知します。 

2.当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号の一

に該当する場合には、本サービス利用契約の申

し込みを承諾しないことがあります。 

(1)本サービス利用契約の申し込みをした者が、そ

の本サービスに係る利用回線の契約を締結して
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いる者と同一の者とならないとき。 

(2)書類上に必要事項の記入漏れまたは虚偽の内容

があるとき。 

(3)本サービスを提供することまたは保守すること

が技術上著しく困難なとき。 

(4)本サービス利用契約の申し込みをした者が本サ

ービスの料金または工事に関する費用の支払い

を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。 

(5)第 46 条（利用に係る契約者の義務）の定めに違

反するおそれがあるとき。 

(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があると

き。 

 

第８条（契約者の契約内容変更） 

1.契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前

にまたは変更後速やかに当社に通知するものと

します。 

(1)契約者の住所変更 

住所表記の変更については速やかに当社に連絡

するものとします。転居等、物理的な住所の変

更の場合、ＭＯＴ光回線サービス、およびＭＯ

Ｔ光電話の解約として承るものとします。 

(2)通信料金等請求書の送付先変更 

2.当社は、本条の通知があったときは、その通知が

あった事項を証明する書類を提示していただく

ことがあります。 

 

第９条（解約にかかる費用の支払い義務） 

契約者は、本サービス利用契約の解約に伴って料

金表に規定する費用を支払うものとします。 

 

第 10 条（機器損害金の支払い義務） 

サービス契約者は、当社が貸与した端末設備を紛

失、破損した場合及びその他の理由により端末設

備を当社に返却しない場合、料金表に規定する機

器損害金を支払うものとします。 

 

 

第 11 条（契約者の地位の承継） 

1.相続または法人の合併もしくは分割により、契約

者の地位の承継があったときは、相続人または

契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書

面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け

出るものとします。 

2.前項の場合に、地位を承継した者が２人以上ある

ときは、そのうちの１人を当社に対する代表者

と定め、当社所定の書面にて届け出ていただき

ます。当該代表者を変更したときも同様に届け

出ていただくものとします。 

3.当社は、前項の定めによる届出のなされた者のみ

を代表者として扱えば足りるものとします。ま

た、当社は、前項の定めによる届出があるまで

の間、地位を継承された者、または、地位を承

継した者のうちの１人を代表者として取り扱う

ことができます。 

 

第 12 条（契約者の氏名等の変更） 

1.契約者は、本サービス利用契約の申込みの際当社

に通知した情報に変更がある場合は、当社所定

の方法により、遅滞なく当社に届け出るものと

します。 

2.契約者は、婚姻その他の親族法上の行為により姓

の変更等が生じた場合、および当社が特に承諾

した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更す

ることはできないものとします。 

3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、

契約者に対しその申出に関する事実を証明する

書類の提示を求めることがあります。 

4.技術的条件等から、当社が契約者に対して本サー

ビスの提供ができないと判断した場合、当該契

約者は、本規約に従い解約の手続をとるものと

します。 

5.契約者による前各項の届出がなかったことによ

り、当該契約者が不利益を被ったとしても、当
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社は一切その責任を負わないものとします。 

 

第 13 条（権利の譲渡等禁止） 

契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する

権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契

約者として有する権利に対する質権の設定等担保

に供する行為を行ってはならないものとします。 

 

第 14 条（契約者回線番号） 

1.本サービスの契約者回線番号は、１回線収容部ま

たは１利用回線ごとに当社が定めます。 

2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない

理由があるときは、本サービスの契約者回線番

号を変更することがあります。 

 

第 15 条（請求による契約者回線番号の変更） 

1.契約者は、迷惑電話（いたずら、いやがらせその

他これに類する通信であって、現にその通信の

受信者が迷惑であると認めるものをいいます。）

または間違い電話（現に使用している契約者回

線番号に対して、反復継続して誤って接続され

る通信をいいます）を防止するために、契約者

回線番号を変更しようとするときは、本サービ

ス取扱所に対し当社所定の書面または別途当社

が指定する方法によりその変更の請求をしてい

ただきます。 

2.当社は、前項の請求があったときは、当社の業務

の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を

承諾します。 

 

第 16 条（回線収容部の変更） 

第 14 条（契約者回線番号）第２項の定めにより、

その契約者回線について他の本サービス取扱所の

回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたと

きは、当社は、その変更を行います。ただし、第

７条（契約申込みの承諾）第２項各号のいずれか

に該当する場合は、その変更を行わないことがあ

ります。 

 

第 17 条（契約内容の変更） 

1.契約者は、本サービスに係る契約内容の変更の申

込みをすることができます。 

2.当社は、前項の申込みがあったときは、第 7 条（契

約申込みの承諾）の定めに準じて取り扱います。 

 

第 18 条（契約者が行う本サービス利用契約の解除） 

契約者は、45 日前までに当社に書面により通知す

ることにより、本サービス利用契約を解除するこ

とができます。 

 

第 19 条（当社が行う本サービス利用契約の解除） 

1.当社は、次の場合には、その本サービス利用契約

を解除することがあります。 

(1)第 24 条（利用停止）の定めにより本サービスの

利用を停止された契約者が、合理的な期間を経

過してもなおその事実を解消しないとき。 

(2)契約者が、第 24 条（利用停止）第１項各号の定

めのいずれかに該当するときであって、本サー

ビスの利用を停止することが技術的に困難なと

き、または当社の業務遂行上支障があるとき。 

2.当社は、前項に定める場合のほか、次の場合は、

その本サービス利用契約を解除します。 

(1)契約者回線について、ＭＯＴ光利用契約の解除

または利用回線以外のＭＯＴ光サービス品目ま

たは細目への変更があったとき。 

(2)利用回線について、ＭＯＴ光サービス利用権の

譲渡があった場合であって、本サービス利用に

係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。 

(3)利用回線が、移転等により本サービスの提供区

域外となったとき。 

3.当社は、前２項の定めにより、その本サービス利

用契約を解除しようとするときは、あらかじめ

契約者にそのことを通知します。 
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第 20 条（その他の提供条件） 

本サービス利用契約に関するその他の提供条件に

ついては、当社が別に定めるところによります。 

 

第 21 条（付加機能の提供） 

当社は、契約者から請求があったときは、付加機

能を提供します。ただし、その付加機能の提供が

技術的に困難なときまたは保守することが著しく

困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき

は、その付加機能を提供できないことがあります。 

 

第 22 条（付加機能の利用の一時中断） 

当社は、契約者から請求があったときは、その付

加機能の利用の一時中断を行います。 

 

第 23 条（利用中止） 

1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止

することがあります。 

(1)当社の電気通信設備の保守上もしくは工事上、

または本サービスの品質確保のためやむを得な

いとき。 

(2)特定の契約者回線等から、多数の不完了呼（相

手先の応答前に発信を取り止めることをいいま

す。以下同じとします）を発生させたことによ

り、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれ

があると当社が認めたとき。 

(3)第 28 条（通信利用の制限等）の定めにより、本

サービスの利用を中止するとき。 

(4)利用回線に係るＭＯＴ光サービスの利用中止を

行ったとき。 

2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中

止するときは、あらかじめ当社が適当と認める

方法により契約者に通知します。ただし、緊急

やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 

第 24 条（利用停止） 

1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、

当社が定める期間、本サービスの利用を停止す

ることがあります。 

(1)料金その他の債務について、支払期日を経過し

てもなお支払わないとき（料金その他の債務に

係る債権について、第 38 条（債権の譲渡および

譲受）の定めにより同条に定める当社指定事業

者に譲渡することとなった場合は、その事業者

に支払わないときとします。）。 

(2)当社と契約を締結しているまたは締結していた

他のサービス契約のサービスの料金等について、

支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(3)契約者回線を本サービスの利用以外の用途に使

用したと当社が認めたとき。 

(4)第 46 条（利用に係る契約者の義務）の定めに違

反したとき。 

(5)前４号のほか、本規約の定めに反する行為であ

って本サービスに関する当社の業務の遂行また

は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし

または及ぼすおそれがある行為をしたとき。 

2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用停止

をするときは、あらかじめその旨およびその理

由、ならびに利用停止をする日および利用停止

期間を契約者に通知します。ただし、本条第１

項第２号により、本サービスの利用停止を行う

ときであって、緊急やむを得ない場合は、この

限りでありません 

 

第 25 条（接続休止） 

当社は、特定役務提供事業者との契約解除又は特

定役務提供事業者の電気通信事業の休止により、

ＭＯＴ光電話契約者が当社のＭＯＴ光電話につい

て、その基本機能又は付加機能を全く利用できな

くなったときは、そのＭＯＴ光電話の基本機能ま

たは付加機能について、接続休止（そのＭＯＴ光

電話の基本機能または付加機能に係る電気通信設

備を他に転用することを条件としてそのＭＯＴ光

電話の基本機能または付加機能を一時的に利用で
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きないようにすることをいいます。以下同じとし

ます）とします。 

 

第 26 条（相互接続点との間の通信等） 

1.相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行

うことができるものとします。 

2.相互接続通信を行うことができる地域（以下、「接

続対象地域」といいます｡）は、当社または特定

事業者が相互接続協定により定めた地域としま

す。 

 

第 27 条（通信の切断） 

当社は、気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）第

15 条第２項の定めによる警報事項の通知に当たり

必要がある場合は、通信を切断することがありま

す。この場合、あらかじめその通信をしている者

にそのことを通知します。 

 

第 28 条（通信利用の制限等） 

契約者は、その利用回線に係るＭＯＴ光サービス

契約約款に定めるところにより、利用回線を使用

することができない場合においては、当該利用回

線に係る本サービスを利用することができないこ

とがあります。 

 

第 29 条（契約者回線番号等通知） 

1.契約者回線等からの通信については、その契約者

回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先

へ通知します。ただし、次の通信については、

この限りでありません。 

(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行

う通信。 

(2)契約者回線番号非通知（契約者の請求により、

契約者回線等から行う通信について、その契約

者回線番号を着信先へ通知しないことをいいま

す。）の扱いを受けている契約者回線等から行う

通信（当社が別に定める方法により行う通信を

除きます。）。 

(3)その他当社が別に定める通信。 

2.第１項の定めにより、その契約者回線等の契約者

回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信

については、着信先が当社の別に定める付加機

能を利用している場合はその通信が制限されま

す。 

3.当社は、前２項にかかわらず、契約者回線等から、

電気通信番号規則第 11条に定める緊急通報に関

する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場

合は、その契約者の契約者回線番号、氏名また

は名称および契約者回線等に係る終端（回線収

容部に収容されるもの以外のものとします。）の

場所を、その着信先の機関へ通知することがあ

ります。 

ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤル

して行う通信については、この限りではありま

せん。 

4.当社は、前３項の定めにより、契約者回線番号等

を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴

い発生する損害については、本規約中の責任の

制限の定めに該当する場合に限り、その定めに

より責任を負います。 

※1 本条第１項第２号に定める当社が別に定め

る方法により行う通信は、通信の発信に先

立ち、「186」をダイヤルして行う通信とし

ます。 

※2 本条第２項に定める当社が別に定める付加

機能は、発信電話番号通知要請機能としま

す。 

※3 契約者は、本条の定め等により通知を受け

た契約者回線番号等の利用にあたっては、

総務省の定める「発信者情報通知サービス

の利用における発信者個人情報の保護に関

するガイドライン」を尊重するものとしま

す。 
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第 30 条（料金および工事に関する費用） 

1.当社が提供する本サービスの料金は、基本料金、

通信料金および手続に関する料金とし、料金表

に定めるところによります。 

2.当社が提供する本サービスの工事に関する費用

は、工事費とし、料金表に定めるところにより

ます。 

3.国際通信の取扱い地域は、料金表に定めるところ

によります。 

※本条第１項に定める基本料金は、当社が提供

する本サービスの態様に応じて、基本額、番

号使用料、付加機能使用料およびユニバーサ

ルサービス料を合算したものとします。 

 

第 31 条（基本料金の支払義務） 

1.契約者は、その契約に基づいて当社が本サービス

の提供を開始した日（付加機能についてはその

提供を開始した日）から起算して、契約の解除

があった日（付加機能についてはその廃止があ

った日）の前日までの期間（提供を開始した日

と解除または廃止があった日が同一の日である

場合は、１日間とします）について、料金表に

定める基本料金を支払うものとします。 

2.前項の期間において、利用の一時中断等により本

サービスを利用することができない状態が生じ

たときの基本料金の支払いは、次によります。 

(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その

期間中の基本料金を支払うものとします。 

(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間

中の基本料金を支払うものとします。 

(3)前２号の定めによるほか、契約者は、次の場合

を除き、本サービスを利用できなかった期間中

の基本料金を支払うものとします。 

区別 
支払いを要しない 

料金 

契約者の責めによら

ない理由により、本サ

そのことを当社が知

った時刻以後の利用

ービスを全く利用で

きない状態が生じた

場合に、そのことを当

社が知った時刻から

起算して、24 時間以上

その状態が継続した

とき。 

できなかった時間（24

時間の倍数である部

分に限ります。）につ

いて、24 時間ごとに日

数を計算し、その日数

に対応する本サービ

スについての利用料

金。 

当社の故意または重

大な過失により本サ

ービスを全く利用で

きない状態が生じた

とき。 

そのことを当社が知

った時刻以後の利用

できなかった時間に

ついて、その時間に対

応する本サービスに

ついての料金。 

回線収容部の変更、契

約者回線等に係る終

端の場所の変更、利用

回線の変更もしくは

移転または本サービ

スに係る契約者回線

と利用回線との間の

変更に伴って、本サー

ビスを利用できなく

なった期間が生じた

とき（契約者の都合に

より本サービスを利

用しなかった場合で

あって、その設備また

は契約者回線番号を

保留したときを除き

ます。）。 

利用できなくなった

日から起算し、再び利

用できる状態とした

日の前日までの日数

に対応するその本サ

ービスについての料

金。 

 

第 32 条（通信料金の支払い義務） 

1.契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ

行った通信（その契約者回線等の契約者以外の

者が行った通信を含みます。）について、当社が

確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて
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算定した通信料金を支払うものとします。 

2.契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するも

のとの間の通信について、本サービスに係る部

分と当社が別途指定する電話サービス、総合デ

ィジタル通信サービスまたは特定地域向け音声

利用 IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、

当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基

づいて算定した通信料金を支払うものとします。

ただし、当社が別途指定するものから契約者回

線等へ行った通信料金については、それぞれ当

社が指定する事業者が定める電話サービス契約

約款、総合ディジタル通信サービス契約約款ま

たは特定地域向け音声利用 IP通信網サービス契

約約款等に定めるところによります。 

3.相互接続通信の料金の支払義務については、前２

項の定めにかかわらず、契約者または相互接続

通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社ま

たは特定事業者の契約約款等に定めるところに

より、相互接続通信に関する料金を支払うもの

とします。相互接続通信に係る料金の設定また

はその請求については、当社または特定事業者

が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱い

については、相互接続協定に基づき当社または

特定事業者が別に定めるところによります。 

4.前３項の定めにかかわらず、付加機能等を利用し

て行った通信の通信料金について、料金表に別

段の定めがある場合は、その定めるところによ

ります。 

5.契約者（相互接続通信の利用者を含みます。以下

この条において同じとします。）は、通信の料金

について、当社の機器の故障等により正しく算

定することができなかった場合は、料金表に定

めるところにより算定した料金額の支払いを要

します。この場合において、特別の事情がある

ときは、契約者と協議し、その事情を参酌する

ものとします。 

 

第 33 条（手続きに関する料金の支払い義務） 

契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは

手続きを要する請求をし、その承諾を受けたとき

は、料金表に定める手続きに関する料金を支払う

ものとします。ただし、工事の着手前にその契約

の解除があった場合は、この限りでありません。

この場合、既にその料金が支払われているときは、

当社は、その料金を返還します。 

 

第 34 条（工事費の支払い義務） 

1.契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求

をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料

金表に定める工事費を支払うものとします。た

だし、工事の着手前にその契約の解除またはそ

の工事の請求の取消し（以下、この条において

「解除等」といいます。）があった場合は、この

限りではありません。この場合、既にその工事

費が支払われているときは、当社は、その工事

費を返還します。 

2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前

項の定めにかかわらず、契約者は、その工事に

関して解除等があったときまでに着手した工事

の部分について、その工事費用を負担するもの

とします。この場合において、負担する費用の

額は、その費用の額に消費税相当額を加算した

額とします。 

 

第 35 条（料金の計算等） 

料金の計算方法並びに料金および工事に関する費

用の支払方法は、料金表に定めるところによりま

す。ただし、当社が請求した料金等の額が支払い

を要する料金等の額よりも過小であった場合は、

当社が別に定める場合を除き、本規約の定めによ

り料金表に定める料金または工事に関する費用

（当社が請求した料金または工事に関する費用の

額と本規約の定めにより料金表に定める料金また

は工事に関する費用の支払い額との差額を含みま
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す）を支払うものとします。 

 

第 36 条（割増金） 

契約者は、料金または工事に関する費用の支払い

を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、そ

の免れた額（消費税相当額を加算しない額としま

す）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算し

た額を割増金として支払うものとします。 

 

第 37 条（延滞利息） 

契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きま

す。）について支払期日を経過してもなお支払いが

ない場合には、支払期日の翌日から起算して支払

いの日の前日までの期間について年 14.5％の割合

（閏年も 365 日として計算するものとします。）で

計算して得た額を延滞利息として支払うものとし

ます。 

 

第 38 条（債権の譲渡および譲受） 

1.契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他

当社が契約者に対して有する債権を当社が指定

する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認す

るものとします。この場合、当社は、契約者へ

の個別の通知または譲渡承認の請求を省略する

ものとします。 

2.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業

者（当社が別に定める者に限ります。以下この

条において同じとします。）の規約等に定める

ところにより当社に譲り渡すこととされた当該

事業者の債権を当社が譲り受け、同債権が請求

することをあらかじめ承認するものとします。

この場合、本サービスを提供する事業者および

当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認

の請求を省略するものとします。 

3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権

を当社が提供する本サービスの料金とみなして

取り扱うものとします。 

4. 契約者は、契約者が第１項または第２項の定め

により譲渡された債権に係る債務を、当該債権

の譲受人が、当社が定める支払期日までに支払

わないときは、支払いがない旨等の情報を、当

該債権の譲渡人と譲受人との間で共有する場合

があることについて、同意していただくことと

します。 

 

第 39 条（契約者の維持責任） 

契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備

を技術基準等に適合するよう維持するものとしま

す。 

 

第 40 条（契約者の切分責任） 

1.契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備

が利用回線等に接続されている場合であって、

当社の電気通信設備を利用することができなく

なったときは、その自営端末設備または自営電

気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当

社に修理の請求をするものとします。 

2.前項の確認に際して、契約者から請求があったと

きは、当社は、本サービス取扱所において試験

を行い、その結果を契約者にお知らせします。 

3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通

信設備に故障がないと判定した場合において、

契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、

故障の原因が自営端末設備または自営電気通信

設備にあったときは、契約者はその派遣に要し

た費用を負担するものとします。 

この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要

した費用の額に消費税相当額を加算した額とし

ます。 

 

第 41 条（責任の制限） 

1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、

当社、特定役務提供事業者又は協定事業者の責

めに帰すべき理由によりその提供をしなかった
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とき（その提供をしなかったことの原因が、本

邦のケーブル陸揚局（複数地点間の電気通信の

ために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う

事業所をいいます。以下同じとします）もしく

は固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の

電気通信回線設備における障害であるときまた

は契約者回線に係る電気通信サービスによるも

のであるときを除きます）は、その本サービス

を全く利用できない状態（その契約に係る電気

通信設備によるすべての通信に著しい支障が生

じ、全く利用できない状態と同程度の状態とな

る場合を含みます。以下この条において同じと

します）にあることを当社が知った時刻から起

算して、24 時間以上その状態が連続したときに

限り、契約者の料金減額請求に応じるものとし

ます。 

2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く

利用できない状態にあることを当社が知った時

刻以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍

数である部分に限ります。）について、24 時間ご

とに日数を計算し、その日数に対応するその本

サービスに係る次の料金の合計額を発生した損

害とみなし、その額に限って賠償します。 

(1)料金表に定めるユニバーサルサービス料金 

(2)料金表に定める通信料金（本サービスを全く利

用できない状態が連続した期間の初日の属する

料金月（暦月の起算日（当社が契約ごとに定め

る毎暦月の一定の日をいいます）から次の暦月

の起算日の前日までの間をいいます。以下同じ

とします）の前料金月の１日当たりの平均通信

料金（前料金月の実績を把握することが困難な

場合には、当社が別に定める方法により算出し

た額）により算出します）。 

3.当社の故意または重大な過失により本サービス

の提供をしなかったときは、前２項の定めは適

用しません。 

4.第１項および第２項の定めにかかわらず、付加機

能に係る損害賠償の取扱いに関する細目につい

て料金表に別段の定めがある場合は、その定め

るところによります。 

※1 本条第２項第２号に定める当社が別に定め

る方法により算出した額は、原則として、

本サービスを全く利用できない状態が生じ

た日前の実績が把握できる期間における１

日当たりの平均通信料金とします。 

※2 本条第２項の場合において、日数に対応す

る料金額の算定に当たっては、料金表の定

めに準じて取り扱います。 

 

第 42 条（免責） 

1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信

設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当

たって、その電気通信設備に記憶されている短

縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等

の内容等が変化又は消失し、これにより損害を

与えた場合や、契約者に関する土地、建物その

他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当

社の責めによらない理由によるものであるとき

は、その損害を賠償しないものとします。 

2.当社は、本規約等の変更により自営端末設備また

は自営電気通信設備の改造または変更（以下、

この条において「改造等」といいます。）を要す

ることとなる場合であっても、その改造等に要

する費用については、負担しないものとします。

ただし、端末設備等の接続の技術的条件（以下、

この条において「技術的条件」といいます。）の

定めの変更（当社に設置する電気通信設備の変

更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含み

ます）により、現に当社が設置する電気通信回

線設備に接続されている自営端末設備または自

営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社

は、その改造等に要する費用のうちその変更し

た定めに係る部分に限り負担するものとします。 

3.当社は、契約者がＭＯＴ光電話の利用に関連し、
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他の契約者又は第三者に対して損害を与えたも

のとして、当該他の契約者又は第三者からの何

らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場

合、その契約者は、自らの費用と責任において

当該請求又は訴訟を解決するものとし、弊社を

一切免責するものとします。ただし、当社の責

めに帰すべき事由により当該契約者に損害が生

じた場合は、この限りではありません。 

4.当社は、不可抗力により生じた損害、弊社の予見

の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸

失利益及び間接損害については、一切の賠償責

任を負わないものとします。ただし、当社の故

意または重大な過失により本サービスの利用に

関し契約者または第三者に損害が生じた場合に

は、この限りではありません。 

 

第 43 条（損害賠償額の上限） 

当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の

全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約

者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるも

のとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生

までに当該契約者から受領した料金の額を上限と

します。ただし、当社に故意もしくは重大な過失

がある場合はこの限りではありません。 

 

第 44 条（特定事業者との電気通信サービスに係る

契約の締結） 

1.契約の申込みの承諾を受けた者または利用権を

譲り受けることの承認を受けた者（以下、この

条において「契約者等」といいます。）は、当社

が別に定める事業者（電気通信事業法第９条に

基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。

以下この条において同じとします）がそれぞれ

定める契約約款の定めに基づいて、その事業者

と電気通信サービスに係る契約を締結したこと

となります。ただし、契約者等からその事業者

に対してその契約を締結しない旨の意思表示が

あったときは、この限りではありません。 

2.前項の定めにより契約を締結した者は、該当する

事業者に係る電気通信サービスの利用があった

ときに、その事業者の契約約款に基づいて、そ

の料金の支払いを要することとなります。ただ

し、その契約を締結した者が、その契約に基づ

く請求により電気通信サービスの提供を受けて

いるときは、その利用の状況にかかわらず、そ

の事業者の契約約款に基づいて、その料金を支

払うものとします。 

※本条第１項の定めは、当社が別に定める本

サービスについて準用します。 

 

第 45 条（承諾の限界） 

当社は、契約者から工事その他の請求があった場

合に、その請求を承諾することが技術的に困難な

ときまたは保守することが著しく困難である等当

社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を

承諾しないことがあります。この場合は、その理

由をその請求をした者に通知します。ただし、本

規約において別段の定めがある場合は、その定め

るところによります。 

 

第 46 条（利用に係る契約者の義務） 

1.契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1)故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、

その他通信の伝送交換または本サービスの品質

確保に妨害を与える行為を行わないこと。 

(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の

輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わない

こと。 

2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を

亡失し、またはき損したときは、当社が指定す

る期日までにその補充、修繕その他の工事等に

必要な費用を支払うものとします。 
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第 47 条（契約者からの契約者回線の設置場所の提

供等） 

契約者からの契約者回線等および端末設備の設置

場所の提供等については、契約者からの契約者回

線等および端末設備の設置場所の提供等について

は、次のとおりとします。 

(1)契約者回線等の終端にある構内（これに準ずる

区域内を含みます。）または建物内において、当

社が契約者回線等および端末設備を設置するた

めに必要な場所は、その契約者が提供するもの

とします。 

(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する

電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供

していただくことがあります。 

(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内（こ

れに準ずる区域内を含みます。）または建物内に

おいて、当社の電気通信設備を設置するために

管路等の特別な設備を使用することを希望する

ときは、自己の負担によりその設備を設置して

いただきます。 

 

第 48 条（技術的事項） 

本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社

が別に定めるところによります。 

 

第 49 条（利用上の制限） 

契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁

じます。 

契約者が、コールバックサービス（本邦から発信

する国際通信を、外国から発信する形態に転換す

ることによって通信を可能とする形態の電気通信

サービスをいいます。以下同じとします。）のうち、

当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下さ

せる次に掲げる方式のものを利用し、または他人

に利用させること。 

 

 

方  式 概  要 

ポーリング方式 

外国側から本邦宛に

継続して電話の請求

が行われ、本邦側の利

用者がコールバック

サービスの利用を行

う場合にのみ、それに

応答することで提供

がなされるコールバ

ックサービスの方式 

アンサーサプレッシ

ョン方式 

その提供に際して、当

社が国際通信の通信

時間の確認を行うた

めに用いる応答信号

が不正に抑圧される

こととなるコールバ

ックサービスの方式 

 

第 50 条（契約者の氏名の通知等） 

1.契約者は、当社または特定事業者と相互接続通信

に係る契約を締結している事業者から請求があ

ったときは、当社がその契約者の氏名、住所お

よび契約者回線番号等を、その事業者に通知す

る場合があることについて、同意するものとし

ます。 

2.相互接続通信（当社が別に定める付加機能により

その相互接続通信に転送されることとなる通信

を含みます。以下この項において同じとします。）

に係る契約を締結している者は、その相互接続

通信を行うときに、当社がその相互接続通信の

発信に係る契約者回線番号等相互接続のために

必要な情報を、その相互接続通信に係る事業者

に通知することについて、同意するものとしま

す。 

3.契約者（相互接続通信の利用者を含みます。）は、

契約者回線等から、当社が別に定める付加機能

を利用する契約者回線等への通信を行った場合、
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その通信があった日時、その通信に係る発信電

話番号等（電話番号その他当社が別に定める番

号等をいいます。）、その通信の着信に係る契約

者回線番号、録音されたメッセージその他料金

表に定める内容を、電子メールによりその付加

機能を利用する契約者の指定するメールアドレ

スに送信することがあることについて、同意す

るものとします。 

4.契約者（相互接続通信の利用者を含みます。以下

この項において同じとします。）は、当社が通信

履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託

により本サービスに関する業務を行う者に通知

する場合があることについて、同意するものと

します。 

5.契約者は、当社が、第 38 条（債権の譲渡および

譲受）の定めに基づき債権を譲渡する場合にお

いて、当社がその契約者の氏名、住所および契

約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報

並びに金融機関の口座番号、クレジットカード

のカード会員番号および第 24 条（利用停止）の

定めに基づきその本サービスの利用を停止して

いる場合はその内容等、料金の回収に必要とな

る情報を通知する場合があることについて、同

意するものとします。 

6.契約者は、当社が第 38 条（債権の譲渡および譲

受）の定めに基づき債権を譲渡する場合におい

て、債権を譲り受けた事業者がその本サービス

に係る債権に関して料金が支払われた等の情報

を当社に通知する場合があることについて、同

意するものとします。 

 

第 51 条（特定事業者からの通知） 

契約者は、当社が、料金または工事に関する費用

の適用に当たり必要があるときは、特定事業者か

らその料金または工事に関する費用を適用するた

めに必要な契約者の情報の通知を受けることにつ

いて、承諾するものとします。 

第 52 条（電気通信サービスに関する料金等の回収

代行） 

1.当社は、契約者から申出があり、かつ当社の業務

の遂行上支障がないときは、当社が別に指定す

る事業者の契約約款等の定めによりその事業者

が契約者に請求することとした電気通信サービ

ス等の料金または工事に関する費用について、

その事業者の代理人として、当社の請求書によ

り請求し、回収する取扱いを行うことがありま

す。 

2.前項の定めにより、当社が請求した料金または工

事に関する費用について、その契約者が当社が

定める支払期日を経過してもなお支払わないと

きは、当社は、前項に定める取扱いを廃止しま

す。 

 

第 53 条（番号案内） 

1.当社は、当社が付与した契約者回線番号または契

約者回線番号以外の番号もしくは当社または当

社が別に定める事業者が提供する電気通信サー

ビスの番号の案内（以下、「番号案内」といいま

す｡）を行います。 

2.前項に定めるほか、番号案内に係る料金その他の

提供条件は、当社または特定事業者もしくは当

社が別に定める事業者が定める電話サービス契

約約款等の定めに準じて取り扱います。 

 

第 54 条（番号情報の提供） 

1.当社は、当社の番号情報（電話帳掲載または番号

案内に必要な情報（第 53 条（番号案内）の定め

により番号案内を省略することとなった契約に

係る情報を除きます。）をいいます。以下この

条において同じとします）について、番号情報

データベース（番号情報を収容するために当社

または特定事業者が設置するデータベース設備

をいいます。以下この条において同じとします。）

に登録します。 
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2.契約者は、前項の定めにより登録した番号情報  

が、番号情報データベースを設置する特定事業

者から電話帳発行または番号案内を行うことを

目的とする電気通信事業者等（当社が別に定め

る者に限ります。）に提供されることを予め了

承するものとします。 

※1 当社は、電気通信事業者等が「電気通信

事業における個人情報保護に関するガイ

ドライン（平成 16 年総務省告示第 695

号）」等の法令に違反して番号情報を目

的外等に利用した場合は、その電気通信

事業者等への番号情報の提供を停止する

措置を行います。 

※2 番号案内のみを行うものとした番号  

情報については、番号案内の目的に限定

してその番号情報を電気通信事業者等が

利用する場合に当社または特定事業者が

提供します。 

 

第 55 条（法令に定める事項） 

本サービスの提供または利用に当たり、法令に定

めがある事項については、その定めるところによ

ります。 

 

第 56 条（閲覧） 

本規約において、当社が別に定めることとしてい

る事項については、当社は閲覧に供します。 

 

第 57 条（附帯サービス） 

本サービスに関する附帯サービスの取扱いについ

ては、別に定めるところによります。 

 

第 58 条（反社会的勢力に対する表明保証） 

1.契約者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構

成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼう

ゴロ、特殊知能暴力集団等と密接な関係を有する

者（併せて以下、「反社会的勢力関係者」といいま

す。）ではないこと、反社会的勢力関係者でなかっ

たこと、反社会的勢力関係者を利用しないこと、反

社会的勢力関係者を名乗るなどして当社の名誉・

信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い、又は不当

要求行為をなさないこと、契約者の主要な出資者又

は役職員が反社会的勢力関係者でないことを表明

し、保証するものとします。 

2.契約者は、前項に対する違反を発見した場合、直ち

に当社にその事実を報告するとともに、速やかに違

反を改善する措置を取り、当社に結果を報告するも

のとします。 

3.当社は、契約者が第１項に違反した場合、催告その

他何らの手続きを要することもなく、直ちに本サービ

スの全部又は一部を解除することができるものとしま

す。 

4.前項の定めにより、本契約を解除したときは、当社は

契約者に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補

償することを要せず、当社に損害が生じたときは、契

約者はその損害を賠償しなければならない。 

 

第 59 条（サービスの停止） 

1.当社は、本サービスの全部または一部を廃止する

ことがあります。 

2.当社は、前項の定めにより本サービスを廃止する

ときは、その旨を相当期間前に契約者に告知し

ます。 

 

第 60 条（個人情報の保護） 

当社は、本サービス利用契約に関連して、契約者

から開示された個人情報（個人情報の保護に関す

る法律第２条１項に定めるもの）に関して、個人

情報の保護に関する法律及びその他関係法令に則

って取り扱うものとします。 

 

第 61 条（管轄裁判所） 

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、

東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管
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轄裁判所とします。 

 

第 62 条（準拠法） 

本規約に関する準拠法は、日本法とし、日本法に

従って解釈されるものとします。 

 

附則 

本サービス利用規約は、平成 27 年２月 24 日から

実施します。 

2020 年 12 月 02 日改訂。 


